
資 料 1  

決済及びデータ送受信に関するワーキンググループ  

開催状況  

第6回 11月 8日（水）14：00～16：00（厚労省17階専用第21会議室）  

・健診、保健指導の実施委託の形態等について（案）  

・代行機関について（整理案）  

・保険者問移動への対応（案）  

・健診結果説明から保健指導までの役割分担の整理（案）  

・特定健康診査受診結果通知表  

第7回 11月16日（木）14：00～16：00（三田共用会議所3階 D、E会議室）  

・特定健康診査の事務フローについて  

・受診券（健診）・利用券（保健指導）について  

・決済が失敗した場合の考え方  

・特定保健指導を委託する場合の契約・確認について（案）  

第8回 11月20日（月）14：00～16：00（厚労省18階 審理室）  

・代行機関のコスト試算、安全対策について  

・電子的標準様式の基本的な考え方  

一保険者のデータ保存形態について  

・特定保健指導の事例・標準価格帯の事例  

t特定保健指導の事務フロー  

第9回11月29日（水）14：00～16：00（厚労省18階 審理室）  

一受診券・利用券の発行時期・有効期限について（案）  

・代行機関に関して  

・特定保健指導の事例・標準価格帯の事例  

・フリーソフトについて  

・特定健康診査受診結果通知表（案）  

第10回 12月 8日（金）14：00～16：00（厚労省18階 審理室）  

・保険者におけるスケジュール  

・代行機関の事務手数料・開発スケジュールについて  

・保健指導実施状況の確認方法（案）  

・保険者から支払基金への健診・保健指導の実施結果報告の様式について  

・標準的な保健指導サービスについて  

・保険者のデータ保管年限について（案）  

・第3回保険者検討会に提示するテーマについて  

・保健指導のマンパワーについて   



ワーキンググループにおける  
検討状況  

①被扶養者の特定健診の実施形態  
②代行機関につし†て  

③特定健診・特定保健指導の受診券・利用券の様式  

④事務フローの中で決済に失敗した場合の取り扱いルール  

⑤加入する医療保険者が変わった場合の健診データの保険者間移動  

⑥健診機関等から保険者へ送付され、保険者で保存されるデータの形態  
⑦特定保健指導の実施者の供給見通し（報告事項）  

⑧健診結果の説明等の法律上の位置付け（報告事項）  

⑨特定健診・特定保健指導の内容に関し残された論点（報告事項）   



①被扶養者の特定健診の実施形態について  

被用者保険の被扶養者が利便良く地元で受診できるよう、被用者保険は、次の（A）（B）いず  
れかの方法で被扶養者の健診機関（健診機会）を確保することが可能  

（A）健診機関の全国組織（全国労働  

衛生団体連合会（全衛連）、日本人  
間ドック学会、結核予防会等）と契約  

代表保険者を決めるか、あるいは健保連等全国団体が代表して契約す  
ることにより、契約事務を簡素化  

①当該市町村国保が、直診施設等で直接特定健診を行う場合には、被  
用者保険は、直診施設等に委託契約を申し込むことになる。  

②市町村国保が地区医師会等に委託して特定健診を実施する場合は、  
市町村国保への委託、そして再委託という手順をとるのではなく、市町  
村国保と医師会の契約と同じ条件（単価・内容）で、被用者保険と医師  
会が契約できるよう、市町村が必要な支援（情報提供■取り次ぎ等）を行  
う。  

（B）被扶養者が居住する市町村の国  

保が当該国保の被保険者に対して用  

意する特定健診の枠組みを利用させ  

てもらう契約を結ぶ  

●「代表保険者」については、保険者間で互選することになるが、協議の場は、都道府県ごとの保   
険者協議会が考えられる。また、各市町村はそれぞれどのような特定健診の実施形態（医師会   
との契約内容含む）をとるかの情報を保険者協議会に提供する。  

●直診施設等と契約（B①）を結びたい、又は市町村国保と同条件での契約（B②）を結びたい保険   
者は、例えば2月末までに市町村あてに手を挙げ、代表保険者を窓口とした契約書に名を連ね、  
年度当初に契約を結ぶという段取りが考えられる（標準的な契約  
成）。  

廿
り
こ
 
 

卦  

と
る
 
 

を
な
 
 

体
に
 
 

全
口
 
 

内
窓
 
 

県
約
 
 

府
契
 
 

道
の
 
 

都
側
 
 

が
関
 
 
 

●なお、都道府県（あるいは市町村）医師会   
は、都道府県（市町村）医師会が、健診機  
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いう地域において  

れる。その場合、契  
約事務は大幅に簡素化されると考えられる。  

●こうした集合契約の枠組みを使用する場合は、受診券（利用券）を発行すること、代行機関を利  
用することを原則とする。  

第3回 保険者による健診・保健指導の円滑な実施方策に関する検討会   
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（参考）  

被用者保険における健診体制（被扶養者分）  市町村国保における健診体制  

【パターン（A）】  【パターン①】  【パターン②】  

※ 健保組合等の被扶養者は、契約健診機関で、  

健診を受けることができる。   
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被用者保険における健診体制（被扶養者分）  

（被用者保険が、被扶養者健診について、市町村における枠組みを活用する場合）  

【パターン（B）－②】  【パターン（B）－①】   

※健保組合等の被扶養者は、地元の健診機関で、健診を受けることができる。  
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リストにある健診機関での受診        が可能と通知（被保険者ヰ業者経由もありうる）    市  

委  
実 施   

医   

療  県  

機 関  市  

（   町   

師  撃 医   

医  A コ言 A  師  

コ貫   
A  
コ言  

に  員  
）  

健診   

、請求・支払   

※市町村は、住民である被扶養者の健康の保持の観点から、代表医療保険者が都道府県（あるいは市町村）  
医師会と円滑に委託契約できるよう保険者協議会を通じて助言を行う。  
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②代行機関につし 

●代行機関のサービス機能としては多様なものが考えられるが、主に以下の機能が必  
要であり、これらの機能を実現するために必要な費用（構築費及び運用責）を算定す  

●そして、必要な責用の算定、及び取扱件数の見込みをもとに、健診データ1件あたり  
の事務手数料を求め、保険者自らが各健診■保健指導機関からデータの送信を受け  
たり、個別機関に費用の振り込みを行ったりする場合と比較して妥当な額となるかど  
うかを、予め検証しておくことが必要であり、関係機関において引き続き検討を行う。  

●代行機関は、各健診機関■保健指導機関及び各保険者を電子的ネットワークにより  
接続する位置付けになるものであるが、厳格な取り扱いが求められる個人情報であ  
る健診データを扱うことを踏まえ、「レセプトのオンライン請求に係るセキュリティに関  
するガイドライン」に沿った安全対策を講じる必要がある。  

●また、新規参入が可能な仕組みとし、保険者が代行機関を選択できるようにすること  
により、支払代行及び簡単な事務点検機能の高度化や事務手数料の適正化が期待  
できることとなると考えられる。  
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代行機関における事務点検の全体イメージ（標準的な一例）  

代行機関  保険者、健診機関   
情報管理機能  

保険者  

データ  
健診機関  

保健指導機関  

管理データ  

上限下限  

データ  

各健診機関  

保険者と健診機  

関の契約により、  

随時の送付と月  

次の送付があり  

うる。  

契約等  

データ  健診データ  
ファイル  

（特定健診）  

健診データ  

（特定健診）  
②契約情報等管理機能  

受診券  

発行番号  
ファイル  

③健診データ読込・   
確認・振分機能   

受診券  

データ  健診データ  
ファイル  
（特定保健  ④契約・受診資格  等確認機能  

健診データ  

（特定保健指導）  

登録確認．．……j  

⑤特定保健指導の  
開始・終了管理機能  健診データ   

ファイル  
（保険者別）  

保険者と健診  

機関の契約  

により、随時  

の送付と月次  

の送付があり  

うる。  

保険者別  
健診データ   

健診データ  

ファイル  

（返戻）  

返戻分  

健診データ  
健診データ  

ファイル  
（返戻）  

各保健指導   

機関  

請求明細  支払明細  －－－－ －＞・  く－－l－  

1  

1  

】  
l  
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③特定健診・特定保健指導の受診券・利用券の様式  

保険者名■番号、加入者名・番号、委託している特定健診や特定保健指導の内容（契約内  
容）、自己負担すべき額、請求及びデータ送付先（代行機関）、契約とりまとめ機関、使用  
上の注意、その他保険者自由記入欄といった必須情報を適切に配置した標準様式を、厚   
生労働省において定める。現在の案は次のとおり。  
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（裏面）  （表面）  

注意事項   

1，この券の交付を受けたときは、すぐに住所欄に住所を自署してください（  
（特定健康診査受診結果の送付に用います。）  

2．特定健康診査を受診するときには、この券と被保険者証を窓口に提出   

してください。どちらか一方だけでは受診できません。  

3．特定健康診査はこの券に記載してある有効期限内に受診してください。  

4．特定健康診査受診結果は、受診者本人に対して通知するとともに、保   
険者において保存します。  

5．被保険者の資格が無くなったときは、5日以内にこの券を保険者に返し   
てください。  

6．不正にこの券を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を   
受けます。  

7．この券の記載事項に変更があった場合には、すぐに保険者に差し出し   
て訂正を受けてください。   

特定健康診査受診券  

平成 年 月 日交付   

受診券整理番号  00000000  

被保険者証の記号及び番号000000－0000000   

受診者の氏名  

性別  

生年月日  

平成  年 月 日  有効期限  

健診内容  t特定健康診査  

・その他（  

窓口での自己負担・なし  

・定額（  円）  

・あり（費用の 割に相当する額）  

・あり（費用のうち、  円を超える簸）  

保険者所在地  

保険者番号・名称  

契約とりまとめ機関名  

支払代行機関名  

（備考）   

1．この券の大きさは、縦140ミリメートル横90ミリメートルとする   
2．この券は、対象者ごとにこれを作成すること。   
3．「健診内容」欄は、複数に該当する場合には、全て記載すること。追加の健診項目がある場合には、その他の欄に記載すること。  

また、追加の健診項目が無い場合は、その他の欄は抹消すること。   
4．「窓口での自己負担」欄は、複数に該当する場合には、全て記載すること。また、該当しない事項は抹消すること。   
5．「契約とりまとめ機関名」及び「支払代行機関名」は、該当しない場合は抹消すること   
6．必要があるときは、健診内容、窓口での自己負担、注意事項その他の記載内容について、所要の変更又は調整を加えることができる。  
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（裏面）  （表面）  

注意事項  特定保健指導利用券  

1，特定保健指導を利用するときには、この券と被保険者証を窓口に提出   
してください。どちらか一方だけでは利用できません。  

2．特定保健指導はこの券に記載してある有効期限内に利用してください。  

3．特定保健指導の実施結果は保険者において保存します。  

4．被保険者の資格が無くなったときは、5日以内にこの券を保険者に返し   
てください。  

5．不正にこの券を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を   
受けます。  

6．この券の記載事項に変更があった場合には、すぐに保険者に差し出し   
て訂正を受けてください。   

平成 年 月 日交付   

利用券整理番号  00000000  

特定健康診査受診番号  00000000  

被保険者証の記号及び番号000000－0000000   

受診者の氏名  

性別  

生年月日   

有効期限  平成  年 月 日  

特定保健指導区分・動機付け支援  

・積極的支援   

窓口での自己負担・なし  

・定額（  円）  

・あり（費用の 割に相当する額）  

・あり（費用のうち、   円を超える額）  

保険者所在地  

保険者番号・名称  

契約とりまとめ機関名  

支払代行機関名  

（備考）  

1．この券の大きさは、縦140ミリメートル横90ミリメートルとする   
2．この券は、対象者ごとにこれを作成すること。   

3．「特定保健指導区分」欄は、該当しない事項は抹消すること。   
4．「窓口での自己負担」欄は、複数に該当する場合には、全て記載すること。また、該当しない事項は抹消すること。   
5．「契約とりまとめ機関名」及び「支払代行機関名」は、該当しない場合は抹消すること   
6．必要があるときは、保健指導内容、窓口での自己負担、注意事項その他の記載内容について、所要の変更又は調整を加えることがで   
きる。  
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【①～③について】   

このような被扶養者健診の契約形態及び事務形態を想定して、各関  

係者の理解と協力の下、各保険者が必ず使える共通基盤となる仕組み  
を構築する（この仕組みとは別に、保険者と健診機関等とが個別契約を  
結んで事業を実施することは可能）ことで、更に具体的な検討を進める  

こととしていいか。  
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④事務フローの中で決済に失敗した  
場合の取り扱いルール  

●多くの保険者及び健診機関・保健指導機関が契約に関与し、また、代行機関を活用   
するであろう集合契約の場合について、契約対象外の者が受診した場合等の取り扱   
いについては、統一ルールを定め、これを契約上明らかにしておく（基本となる契約書   
に付属する協定書等に明記）必要がある。  

●具体的には、受診（利用）時の基本的なルールとして、「保険者が受診券（利用券）を   
発行し、受診者（利用者）はこれを揃えて持参し、健診機関・保健指導機関が、被保険   
者証と合わせて受診券（利用券）を確認することを基本」とする。  
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●なお、実施回数が複数回となり、一定の実施期間を必要とする特定保健指導（積極的   
支援）については、初回面接時に初回登録料的な責用を支払い、最後の評価面接終   
了後に、残額（契約条件に従った額なので、実施分の糞用や成果契約等さまざまな   
形態が考えられる）を支払うイメージとなる（2回払い）。  

特定保健指導の期間（3～   資格喪失時点で利用停止とすることとし、保険者は、資格喪失を把握した時   
6か月）中に、被保険者資   点で、保健指導機関にその旨を連絡するとともに、そこまでの特定保健指導   
格を喪失した場合   の実施実績に応じた費用の支払いを行う。   

期間の途中から参加しなく   （再開の案内一意思確認をし、再開を促した上で）そこまでの特定保健指導   
なった（脱落した）場合   の実施実績に応じた費用の支払いを行う。   

【④について】  

このような取り扱いを基本的なルールとしていいか。  
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⑤加入する医療保険者が変わった場合の   
健診データの保険者間移動について  

●健診データは、いわゆるセンシティブ情報に当たるものであり、その厳格な取り扱いが求め   
られている。退職■転居等に伴い加入する医療保険者が変わった場合、過去の、個人の健   
診データを新保険者に移動することについては、慎重に検討する必要がある。  

●もとより、本人が主体的に、健康手帳等の方法で健診データ等を生涯にわたり継続し、健  
康管理を行っていくことは望ましいことであるし、本人の同意のもとで、旧保険者から新保  
険者にデータの提供が行われ、新保険看で全体的なデータ管理がなされることは否定され   
るべきものではない。  

●しかしながら、以下の条件が揃う場合のみデータ移動が発生することから、保険者間での  
データ移動は原則ではなく例外として行うことができるという位置付けと整理したい。  

◆ 新保険者が、旧保険者でのデータも含め全体的なデータ管理を行う意向が強い場合  
◆ かつ、本人が新保険者のデータ管理に対する意向に同意■賛同するものの、本人から提供でき  
ない（散逸等により）ために新保険者が旧保険者から提供を受けることに本人が同意する場合  

◆ さらに、旧保険者が最低保管年限を超えて本人に代わりデータを長期保管している場合  

第27条は、新保険者は、旧保険者に記録の写しを求めることができ、求  

こ
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日保険者はこれを提供しなければならない、と定めているが、この条文  
データ移動する場合における根拠規定と解釈するものとする。  

データ抽出作業や媒体の送料等の諸責用については、一義的に  ●なお、提  供  に当  たっての   
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⑥健診機関等から保険者へ送付され、   
保険者で保存されるデータの形態  

●特定健診■特定保健指導に関する記録については、記録データの互換性を確保し、継続的   
に多くの記録データを蓄積していくために、国において電子的標準様式を設定し、健診・保   
健指導機関等の関係者が対応できる方式のフリーソフトを国が開発し配付することとして   

おり、電子データによる記録の効率的な保存・やりとりを可能とする準備が進められている。  
（フリーソフトの構造については、当ワーキンググループでも議論し、健診■保健指導機関   
及び保険者の意向を反映したソフトとなるよう努めているところ。）  

●保険者において特定健診の結果をもとに階層化を行ったり、特定健診・特定保健指導の実   
績等を社会保険診療報酬支払基金に報告（報告様式については、現在検討中）したりする   
場合にも、データが電子化されていることが必要である。  

●このことから、平成20年度の制度スタート時点から、電子データのみでの送信及び保険者   
での保存ということで整理することとする。  

●保険者におけるデータ保存期間については、40歳以上の期間の全データを保有する観点   
から、「加入者である間は全期間、他の保険者に移動する等加入者でなくなった後は1年   
程度（例えば翌年度末まで）保存する」、との案もあるが、厳格な管理が必要な大量の健診  
データの長期保管を義務づけることの保険者の負担や、また、10～20年前のデータを使   
用した特定保健指導は一般的には非現実的（必要な場合は本人から取得）であることを考  

慮し、カルテの保管期間など他の多くの例に倣い、義務づけとしては5年分（加入者でなく  
なった場合は翌年度末まで）とすることが妥当と考えられる。  
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【⑤⑥について】  

それぞれに記述している考え方に基づき検討を進めることとしていいか。  
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⑦特定保健指導の実施者の供給見通し  
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 見合う数が確保され  健指導の対  
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 ●特定保健指導の利用予定者数を、平成20年度  仮定した場合、  

必要となる実施者数は少なくとも1，341人となる見  

特定健診  特定保健指導利用予定者数  
H20年度  

受診者数  
（対象者※の20％が利用すると仮定した場合）  

特定保健指導実施者数  

40－74歳  

人口  
（受診率を60％と  

仮定した場合）  
総数   動機づけ支    積極的支援   

援  

総数   動機づけ支    積極的支援   
援  

57，446千人  34，468千人   2，364千人   1，227千人   1，137千人   1，341人   355人   986人   

†日本の将来推計人口  ※対象者数＝健診受診者数の17．8％が動機  

（国立社会保障■人口間  づけ支援、柑．5％が積極的支援の対象になる  

題研究所）  と仮定（平成16年国民健康・栄養調査より）  

●実施者（医師・保健師・管理栄養士）は   

現状で右表のような数となっている。  

●以下の点を考慮すると、実施者の確保   
は可能と考えられる。   

◆潜在（在宅）の者や毎年の新規登録者の  

数  

医師   保健師   管理栄養士   

市町村   ※   22，313人   1，542人   

病院・診療所■  256，668人   9，826人   17．754人   

事業所   690人   2，415人   1，715人   

潜在（在宅）   2，059人   19．712人   5，772人   

新規登録者   7，568人   7，425人   7，637人   

◆現在市町村にて老健事業l  

健師の一部が、特定保健手  
可能であること   

第3回 保険者による健診・保健指導の円滑な実施方策に関する検討会  

従事する保  ※行政機関に所属している医師が1，849人おり、  

その一部が市町村に在籍していると思われる  導ヘシフト  
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参考⑦－1：特定保健指導の実施者数  

（実施率等を下のように仮定した場合の粗い試算）  
前提となる対象者数を次のように仮定  

40～74歳  保健指導  
人口（※1）   

20年度  57，446  60％   34，468  11，822  6，135  5，687  20％   2．364  1．227  1，13了   

21年度  57．660  65％   37，479  12，855  6．671  6，184  25％   3．214  1．668  1．546   

22年度  57．852  65％   37，604  12，899  6，694  6，205  30％   3．870  2．008  1，862   

23年度  58051  70％   40，636  13，938  7，233  6，705  35％   4．879  2．532  2．347   
24年度  58309  70％   40，816  14，000  7．265  6，735  45％   6，300  3．269  3．031   

25年度  58，659  75％   43．994  15，090  7，831  7，259  50％   7，546  3．916  3．630   

26年度  59，067  75％   44，300  15，195  7，885  7，310  55％   8，358  4．337  4，021   
27年度  59，212  80％   47，370  16，248  8．432  7．816  60％   9，749  5，059  4．690   

（千人）  （千人）  （千人）  （千人）   

※1：日本の将来推計人口   

（国立社会保障・人口問題研究所）  

※2：平成16年国民健康・栄養調査より、動機づけ   
支援（17．8％）、積極的支援（16，5％）と仮定  

＜＞   

平成16年国民健康・栄養調査による、メタポリッ   
クシンドローム有病者約940万人、予備群約1．020   
万人（40－70歳人口約5，700万人中）をそれぞれ積   
極的支援、動機付け支援対象者と仮定。  

※特定保健指導実施による、生活習慣病有病者・   
予備群の減少効果は見込んでいない。  

1 全て集団面接により実施した場合  
対象者12名以下に対して保健指導実施者2名配置することから、保健指導実施者1人あたり6名対応することとし、1日3グループ（1グループあたり80分）実施する0  
なお、積極的支援は3回実施するものと仮定する。  

○積極的支援  
対象者  実施率  準備  稼働率  頻度  実施者数   

20年度   1．137  1／18  1．15   1／221   3   986   
21年度   1，546  1／18  1．15   1／221   1，341   
22年度   1，862  1／18  1．15   1／221   3   1，615   
23年度   2，347  1／18  1．15   1／221   2，035   
24年度   3，031  1／18  1．15   1／221   2，629   
25年度   3，630  1／18  1．15   1／221   3，148   
26年度   4，021  1／18  1．15   1／221   3，487   
27年度   4．690  1／18  1．15   1／221   4．067   

（千人）  （人）   

○動機づけ支援  
対象者  実施率  準備  稼働率  実施者数   

20年度   1，227  1／18  1．15   1／221   355   
21年度   1，668  1／18  1．15   1／221   482   
22年度   2，008  1／18  1．15   1／221   580   
23年度   2．532  1／18  1．15   1／221   了32   

24年度   3，269  り18  1．15   1／221   945   
25年度   3，916  1／18  1．15   1／221   1．132   
26年度   4．337  1／18  1．15   り221   1，254   
27年度   5，059  1／18  1．15   1／221   1，463   

（千人）  （人）  

1，341   

21年度   1，823   

22年度   2，195   

23年度   2，767   

24年度   3．574   

25年度   4．280   

26年度   4，741   

27年度   5，530  合計  20年度  

2 全て個別面接により実施した場合  
保健指導実施者1人あたり、1日柑人（対象者1人あたり20分）対応する。  
なお、棟棲的支援は3回実施するものと仮定する。  

○積極的支援  
対象者  実施率  準備  稼働率  頻度  実施者数   

20年度   1．137  1／18  1．15   1／221   986   
21年度   1，546  1／18  1．15   1／221   1．341   
22年度   1，862  1／18  1．15   1／221   3   1，615   
23年度   2．347  り18  1．15   1／221  3   2，035   
24年度   3，031  1／18  1．15   1／221   2．629   
25年度   3．630  1／18  1．15   1／221   3．148   
26年度   4．021  1／18  1．15   1／221   3   3，487   
27年度   4．690  り18  1．15   1／221  3   4，067   

（千人）  （人）  

○動機づけ支援  
対象者  実施率  準備  稼働率  実施者数   

20年度   1，227  1／18  1．15   り221   355   
21年度   1．668  1／18  1．15   1／221   482   

22年度   2，008  り18  1．15   1／221   580   
23年度   2．532  1／18  1．15   1／221   732   
24年度   3，269  1／18  1．15   1／221   945   
25年度   3，916  1／18  1．15   1／221  1，132   
26年度   4，337  1／18  1．15   1／221  1．254   
27年度   5．059  1／18  1．15   り221   1．463   

（千人）  （人）   

20年度   1．341   

21年度   1，823   

22年度   2．195   

23年度   2．767   

24年度   3．574   

25年度   4，280   

26年度   4，741   

27年度   5，530  合計  
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参考⑦－2：医師一保健師・管理栄養士の数  

1．新規登録者数  

○管理栄養士  7，637人（平成17年12月末現在）  

○栄養士  18，873人（平成17年度末現在）  

保健師   

1．新規登録者数   

7，425人（平成17年12月末現在）  

崖塵   

1．新規登録者数   

7，568人（平成17年12月末現在）  

2．登録者数  

○管理栄養士   122，807人（平成17年12月末現在）  

○栄養士  854，290人（含管理栄養士）（平成17年度末現在）  
※1．2は、管理栄養士数：生活習慣病対策室調べ、栄養士致：衛生行政報告（平成17  
年度末現在）により計上。   

3．就業場所別管理栄養士・栄養士数  （単位：人）  

2．登録者数   

132，351人（平成17年12月末現在）  

2．登録者数   

460，993人（平成17年12月未現在）  

3．就業場所別保健師数 （単位＝人）  3，業務種別医師数  （単位＝人）  

就業場所  管理栄養士  栄養士   計   

地注り  394   60   454  

域  1，357   70   1，427  

保  1，542   888   2，430  

健   3，293   1．018   4，311   

学校給食施設  6，258   7，257   13，515   

病院  17，754   14，937   32．691   

介護老人保健施設  3，626   3，478   7，104   

老人福祉施設  5，599   7．517   13．116   

児童福祉施設  1，856   8．985   10．841   

社会福祉施設  1，203   3，168   4，371   

事業所  1，715   3．877   5．592   

寄宿舎  298   707   1．005   

矯正施設  67   18   85   

自衛隊  166   78   244   

一般給食センター  190   667   857   

在宅管理栄養士・栄養士注2）  5．772   4，001   9．773   

教育研究（栄養士養成施設■  

研究所等）注2）  
1．930   449   2．379   

そ の 他  399   862   1，261   

合  計  50，126   57，019   107，145   

就業場所  保健師   

地   7，635  

域 保  22，313  

健   29，948   

保健師学校・養成所  841   

介護保険施設等  542   

訪問看護ステーシ】ン  487   

社会福祉施設  471   

事 業 所  2．415   

そ の 他  1．440   

病院  2，939   

診療所  6，887   

潜在保健師  19，712   

合  計  65，682   

業 務   医師   

病院   163，683   

診療所   92，985   

介護老人保健施設   2，668   

医育機関の臨床系以外   
の勤務者又は大学院生   

4．049  

医育機関以外の教育機   
関又は研究棟関   

l．2Tl  

行政機関   1．849   

産業医   690   

保健衛生業務   808   

その他   369   

無職の者（不詳含む）   2，059   

合  計   270，371   

注）1「＊」は、「衛生行政業務報告」（平成16年虎夫現在）  

「病院」は、「病院報告」（平成17年10月1日現在）  

「診療所jは、「医療施設調査」（平成17年10月1日現在）   

2「潜在保健師」は、保健指導室による推計。   

3 保健師数は常勤保健師、非常勤保健師を含む。   

4「介護保険施設等」とは、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設、  

居宅サービス事業所、居宅介護支援事業所を含む。  

注）「医師・歯科医師・薬剤師調査」（平成16年12J；  

現在）  

注）1行政栄養士調査結果（平成17年7月現在）生活習慣病対策室   

2 日本栄養士会職域協議会別会員数（平成】7年度末現在）日本栄養士会   

※その他の数値については、「衛生行政報告」（平成1丁年度末現在）  
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⑧健診結果の説明等の法律上の位置付け  

●「標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）」においては、特定健診の結果を基に   
階層化を行い、それを基に特定保健指導（情報提供・動機付け支援・積極的支援）を   
行うこととされているが、  
■加入者に行動変容を促す特定保健指導として保険者に義務づけようとしているのは「動機付け支援」及  

び「積極的支援」であり、仮に「情報提供」（全員を対象）も特定保健指導の対象とした場合、パンフレット  
を加入者全員に送れば特定保健指導の実施率が100％となってしまう問題もあること  
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鮎
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健診機関における健診結果  

もに、その際に受診者にパン  
∫特定健診の結果を基にどの区分に該  当

 
 
 

の説明の際には、その情報も受診者に  
フレツトを渡す「情報提供」まで行うことも自  

齢者医療確保法でいう「特定健診」は、特定健診の実施から結果説明、  
十  

⊂：：コ ヽ 同   以上から  

玉  

ととする。  
階層化、情報提供までの範囲を表す用  
及び積極的支援を表す用語と整理する  

手 日日  

」  

●この整理に基づき、特定保健指導の実施率とは、動機付け支援及び積極的支援対   
象者のうちこれらを受けた者、と定義されることになる。  
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特定健診から特定保健指導への流れ  

早雲保健甚導 ＿…＿＿＿  
（法律上＝加算減算上）  

特定健診の実施  

実
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特定健診の結果を基に特定  

保健指導の対象者リストを  

作成し、健診データ（特定健  
診）と共に保険者に送付。  特定保健指導   

の実施  

特定保健指導対  

象者リストの中か  

ら、特定保健指導  

実施者を抽出。  

結果通知表を出力・送付  

l  

特定健診の結果通知表送付；  

時に、パンフレット等を同梱。；  

情報提供  
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⑨特定健診・特定保健指導の   
内容に関し残された論点  

ラ  ●「標準的な健診・保健指導プログ   

健  定
 
特
 
 

る
 
 

に
 
 

ととなっており、保険者  の実施結果を踏まえ、確定させる  」   

指導は、原則としてそのプログラムを使用することになる。  
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的支援  

健康局の  的な健診・保健指導の在り方に関する検討会）において、検討  

なる。  出
 
 

論
 
 

結
 
 

され、  

●医療を受けている者を特定健診・特定保健指導の対象とするかどうか、も、同検討会   
の検討課題である。  
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●また、事業主健診項目との調整、とい  
こ基づく健康診断  の負担を減らす方向で検討しているが、一方で、労働安全  

はどうあるべきか、という議論も必要であり、現在、労働基準局においても検討会（労  
働安全衛生法における定期健康診断等に関する検討会）を設けて並行して議論を進  
めているところである。同法による保健指導との関係についても同様。  
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、同計  画を策定一公表す  

険者間のデ  ととされて  を定める  」   

は対   こは、年度途中で保険者  し
 
 

動
 
 

照）からも、実施率の算  
も必要。  も含めずに算定する取り扱いとしてよいか、という議  施者数l  
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●各保険者が社会保険診療報酬支払基金に報告する際の様式については、電子的様   
式として現在検討中であるが、報告内容は、各保険者が特定健康診査等の実施及び   
その成果に関する具体的な目標として定めるべき旨を国が定める基本方針において  

告 される（達成状況の評価は、後期  と  紛
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度の特定健診・特定保健指導実績データのみ）とする。  （個人は特定されず、また  
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ヾあるわけではないが、75歳以上  

宣府県単位の広域連合）の保健事  定
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●保険者による特定健  

を対象とする後期高  者
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業の取り扱いについては、  
と連携をとりつつ行う方向  
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